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平
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月
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十
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日
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安
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三

衆
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院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
朝
鮮
半
島
有
事
に
お
け
る
我
が
国
へ
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
朝
鮮
半
島
有
事
に
お
け
る
我
が
国
へ
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
、
自
衛

隊
の
全
部
又
は
一
部
の
出
動
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
事
態

若
し
く
は
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
発
生
す
る
明
白
な
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た

事
態
又
は
我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、こ
れ
に
よ
り
我
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、

国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
事
態
に
際
し
て
、
我
が
国
を
防
衛

す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
同
項
第
一
号
の
「
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
」
と

は
、
基
本
的
に
は
我
が
国
の
領
土
、
領
海
、
領
空
に
対
す
る
組
織
的
計
画
的
な
武
力
の
行
使
を
い
う
と
考
え
る
が
、
特
定
の

事
例
が
我
が
国
に
対
す
る
組
織
的
計
画
的
な
武
力
の
行
使
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
発
生
し
た
事
態
の

個
別
具
体
的
な
状
況
に
即
し
て
、
政
府
が
全
て
の
情
報
を
総
合
し
て
客
観
的
、
合
理
的
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
一

概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。


